
平成３０年町議会１２月定例会議 
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平成３０年町議会１２月定例会議提出予定議案 

 

第１０号報告 平成３０年度島本町一般会計補正予算（第４号）の専決処分について 

第１１号報告 損害賠償の額を定めること及び和解の専決処分について 

第７７号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

第７８号議案 大字山崎財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

第７９号議案 島本町職員定数条例の一部改正について 

第８０号議案 島本町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

第８１号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

第８２号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

第８３号議案 島本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

第８４号議案 平成３０年度島本町一般会計補正予算（第５号） 

第８５号議案 平成３０年度島本町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第８６号議案 平成３０年度島本町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第８７号議案 平成３０年度島本町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第８８号議案 平成３０年度島本町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

第８９号議案 平成３０年度島本町水道事業会計補正予算（第３号） 

 



第１０号報告　平成３０年度島本町一般会計補正予算（第４号）の専決処分について

議案提出課　総務部　財政課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　専決の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 11,413,203 千円

   　　　　　　　   補正後 11,429,207 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 16,004 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

繰入金
財政調整基金繰入
金

617,793 16,004

11,413,203 16,004

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

農林水産業災害復
旧事業費

0 3,591 農林水産業施設災害復旧工事

土木災害復旧事業
費

11,000 12,413 土木施設災害復旧工事

11,413,203 16,004歳出合計

平成３０年１２月定例会議

主な説明

財政調整基金繰入金

主な説明

歳入合計

災害復旧費



平成３０年１２月定例会議  

 

第１１号報告  損害賠償の額を定めること及び和解の専決処分について  

 

議案提出課  健康福祉部  いきいき健康課  

 

１  報告理由  

損害賠償の額を定めること及び和解について、平成３０年１０月２３日に地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

したので、同条第２項の規定により報告するもの。  

 

２  報告の概要  

平成３０年７月３日島本町水無瀬一丁目２０番付近において発生した事故に

ついて、島本町水無瀬一丁目２０番地内事業者を相手方とし、これに対する損

害を次のとおり賠償し、民法（明治２９年法律第８９号）第６９５条の規定に

より和解したもの。  

 

３  損害賠償の額  

５５，００４円  

 



平成３０年１２月定例会議  

 

第７７号議案  固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて  

 

議案提出課  総合政策部  人事課  

 

１  提案理由   

任期満了に伴い、再任するもの。  

 

２  議案の概要   

⑴  氏＊＊＊＊＊名   上  田  秀  樹  

⑵  住＊＊＊＊＊所   島本町桜井五丁目  

⑶  生＊年＊月＊日   昭和３９年１１月１６日  

⑷  根＊拠＊法＊令   地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第

３項  

⑸  新任・再任の別   再任  

⑹  任＊＊＊＊＊期   平成３１年２月１８日から平成３４年２月１７日  



 

 

平成３０年１２月定例会議  

 

第７８号議案  大字山崎財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて  

                              

議案提出課  総務部  総務・債権管理課  

 

１  提案理由  

  任期満了に伴い、再任し、及び新たに選任するもの。  

 

２  議案の概要  

  島本町大字部落財産区管理会条例第３条第１項の規定により、議会の同意を  

得て選任するもの。  

  中村忠四郎、生野輝正、横山豊、木村修、中塚一、岩井良夫、小笠原光の７

名を選任。  

 

３  任期  

平成３１年１月２８日から平成３５年１月２７日まで  

 

 



平成３０年１２月定例会議  

 

第７９号議案  島本町職員定数条例の一部改正について  

 

議案提出課  総合政策部  人事課  

 

１  提案理由  

定員管理の適正化を図るため、所要の改正を行うもの。  

 

２  議案の概要   

  第２条  職員の定数  

 
定  数  H30.4.1の  

予定職員数  
備  考  

改正後  現  行  差  引  

⑴  町長の事務部局の職

員  
139人  144人  ▲ 5人  135人   

⑵  議会の事務部局の職

員  
4人  4人  0人  3人   

⑶  教育委員会の事務部

局の職員  
75人  70人  5人  66人   

⑷  選挙管理委員会の事

務部局の職員  
3人  3人  0人  2人   

⑸  監査委員の事務部局

の職員  
3人  3人  0人  2人  選管部局兼務  

⑹  公平委員会の事務部

局の職員  
3人  3人  0人  2人  選管部局兼務  

⑺  農業委員会の事務部

局の職員  
2人  2人  0人  2人  町長部局兼務  

⑻  固定資産評価審査委

員会の事務部局の職員  
3人  3人  0人  2人  選管部局兼務  

⑼  上下水道事業職員  17人  15人  2人  15人  
(改 正 前 )水 道 事 業

の事業部局の職員  

⑽  消防職員  46人  43人  3人  43人   

合      計  284人  279人  5人  264人  兼務除く  

 

３  施行期日  

平成３１年４月１日  



 

 

 

＜正 誤 表＞ 

 

 

○ 第７９号議案：島本町職員定数条例の一部改正について 

 

【２ 議案の概要 「第２条 職員の定数」の表１行目５列目の欄中】 

 

訂 正 前 H30.4.1の予定職員数 

訂 正 後 H30.4.1の  職員数 

 

 



平成３０年１２月定例会議 

 

第８０号議案 島本町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

議案提出課   上下水道部 業務課 

 

１  提案理由 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２条第３項の規定により、下水道事

業に同法の規定の全部を適用するため、所要の改正を行うもの。 

 

２  議案の概要 

⑴ 下水道事業について地方公営企業法の全部を適用するもの。 

⑵ 町長について、下水道事業の管理者の権限を行うようにするもの。 

⑶ その他、所要の規定の整備を行うもの。 

 

３  施行期日    

平成３１年４月１日 

 

 

 



平成３０年１２月定例会議  

 

第８１号議案  一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について  

 

議案提出課  総合政策部  人事課  

 

１  提案理由  

平成３０年人事院勧告の改正内容に準じて、改正するもの。  

 

２  議案の概要  

【第１条改正内容】  

 ⑴  給  料  

  ア  一般職員  

若年層に重点を置いて、給料表の引き上げ改定を行う。  

  イ  特定任期付職員  

    人事院勧告に準じ、給料表の引き上げ改定を行う。  

  ウ  任期付職員  

    一般職員に準じ、給料表の引き上げ改定を行う。  

 

⑵  期末手当及び勤勉手当  

 ア  一般職員  

区分  

６月期  １２月期  計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

改正後  1.225月  0.900月  2.125月  1.375月  0.950月  2.325月  2.600月  1.850月  4.450月  

改正前  

(現行 ) 
1.225月  0.900月  2.125月  1.375月  0.900月  2.275月  2.600月  1.800月  4.400月  

増加分  ―  ―  ―  ―  0.050月  0.050月  ―  0.050月  0.050月  

 

 

 



イ  再任用職員  

区分  

６月期  １２月期  計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

改正後  0.650月  0.425月  1.075月  0.800月  0.475月  1.275月  1.450月  0.900月  2.350月  

改正前  

(現行 ) 
0.650月  0.425月  1.075月  0.800月  0.425月  1.225月  1.450月  0.850月  2.300月  

増加分  ―  ―  ―  ―  0.050月  0.050月  ―  0.050月  0.050月  

 

ウ  特定任期付職員  

区分  

６月期  １２月期  計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

改正後  2.150月  ―  2.150月  2.200月  ―  2.200月  4.350月  ―  4.350月  

改正前  

(現行 ) 
2.150月  ―  2.150月  2.150月  ―  2.150月  4.300月  ―  4.300月  

増加分  ―  ―  ―  0.050月  ―  0.050月  0.050月  ―  0.050月  

  

⑶  宿日直手当  

改正後  4,400円  

改正前  

(現行 ) 
3,200円  

※  勤務時間が午前９時から正午までと定められている日等の退庁時から

引き続き行われる宿直勤務については１００分の１５０を乗じて得た額 。  

 

 

 

 

 

 

 



【第２条改正内容】  

 ⑴  期末手当及び勤勉手当  

ア  一般職員  

区分  

６月期  １２月期  計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

改正後  1.300月  0.925月  2.225月  1.300月  0.925月  2.225月  2.600月  1.850月  4.450月  

改正前  

(現行 ) 
1.225月  0.900月  2.125月  1.375月  0.900月  2.275月  2.600月  1.800月  4.400月  

増加分  0.075月  0.025月  0.100月  ▲ 0 . 0 7 5月  0.025月  ▲ 0 . 0 5 0月  ―  0.050月  0.050月  

 

イ  再任用職員  

区分  

６月期  １２月期  計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

改正後  0.725月  0.450月  1.175月  0.725月  0.450月  1.175月  1.450月  0.900月  2.350月  

改正前  

(現行 ) 
0.650月  0.425月  1.075月  0.800月  0.425月  1.225月  1.450月  0.850月  2.300月  

増加分  0.075月  0.025月  0.100月  ▲ 0 . 0 7 5月  0.025月  ▲ 0 . 0 5 0月  ―  0.050月  0.050月  

 

ウ  特定任期付職員  

区分  

６月期  １２月期  計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

期末  

手当  

勤勉  

手当  
計  

改正後  2.175月  ―  2.175月  2.175月  ―  2.175月  4.350月  ―  4.350月  

改正前  

(現行 ) 
2.150月  ―  2.150月  2.150月  ―  2.150月  4.300月  ―  4.300月  

増加分  0.025月  ―  0.025月  0.025月  ―  0.025月  0.050月  ―  0.050月  

 



３  施行期日  

 ⑴  第１条関係  

公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。  

 ⑵  第２条関係  

   平成３１年４月１日  



 

 

平成３０年１２月定例会議  

 

第８２号議案 特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

議案提出課 総合政策部 人事課 

 

１ 提案理由 

  一般職の職員の給与改定に伴い、一般職との均衡を考慮し改正するもの。  

 

２ 議案の概要 

期末手当の支給月数を次のとおりとする。 

【第１条改正内容】 

  平成３０年度 期末手当支給月数 

 ６月期末手当 １２月期末手当 計 

改正後 １．９７５月 ２．１７５月 ４．１５月 

改正前（現行） １．９７５月 ２．１２５月 ４．１０月 

増加分     ― ０．０５０月 ０．０５月 

 

【第２条改正内容】 

  平成３１年４月以降 期末手当支給月数 

 ６月期末手当 １２月期末手当 計 

改正後 ２．０７５月 ２．０７５月 ４．１５月 

改正前（現行） １．９７５月 ２．１２５月 ４．１０月 

増加分 ０．１００月 ▲０．０５０月 ０．０５月 

 

３ 施行期日 

 ⑴ 第１条関係 

   公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 ⑵ 第２条関係 

   平成３１年４月１日 



 

 

平成３０年１２月定例会議  

 

第８３号議案  島本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について 

 

議案提出課 総合政策部 人事課 

 

１ 提案理由 

  一般職の職員の給与改定に伴い、一般職との均衡を考慮し改正するもの。  

 

２ 議案の概要 

期末手当の支給月数を次のとおりとする。 

【第１条改正内容】 

  平成３０年度 期末手当支給月数 

 ６月期末手当 １２月期末手当 計 

改正後 １．９７５月 ２．１７５月 ４．１５月 

改正前（現行） １．９７５月 ２．１２５月 ４．１０月 

増加分     ― ０．０５０月 ０．０５月 

 

【第２条改正内容】 

  平成３１年４月以降 期末手当支給月数 

 ６月期末手当 １２月期末手当 計 

改正後 ２．０７５月 ２．０７５月 ４．１５月 

改正前（現行） １．９７５月 ２．１２５月 ４．１０月 

増加分 ０．１００月 ▲０．０５０月 ０．０５月 

 

３ 施行期日 

 ⑴ 第１条関係 

   公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 ⑵ 第２条関係 

   平成３１年４月１日 



第８４号議案　平成３０年度島本町一般会計補正予算（第５号）について

議案提出課　総務部　財政課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 11,429,207 千円

   　　　　　　　   補正後 11,682,168 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 252,961 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

地方特例交付
金

地方特例交付金 43,000 △ 14,232

地方交付税 地方交付税 890,000 9,703

民生費国庫負担金 1,070,081 2,800

災害復旧費国庫負
担金

0 5,358

国民健康保険基盤安定
交付金

9,589

後期高齢者医療基盤安
定交付金

△ 254

財産収入 物品売払収入 0 360 公用車売却

財政調整基金繰入
金

633,797 86,507 財政調整基金繰入金

地域福祉基金繰入
金

0 234,510

公用車預託リサイクル
料返還金

25

自動車損害賠償責任保
険料返戻金

1

民生債 0 8,200 第二保育所整備事業債

臨時財政対策債 510,000 △ 134,706

平成３０年１２月定例会議

主な説明

普通交付税

諸収入

減収補填特例交付金

府支出金

地域福祉基金繰入金

国民健康保険基盤安定交付金

9,335

雑入 71,688 26

国庫支出金

公立学校施設災害復旧国庫負担金

町債

民生費府負担金

臨時財政対策債

429,415

繰入金



総務災害復旧事業債 900

農林水産業災害復旧事
業債

3,500

土木災害復旧事業債 24,500

消防災害復旧事業債 100

教育災害復旧事業債 16,100

11,429,207 252,961

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

議会費 議会費 131,546 414 人件費

人件費 3,659

賃金 △ 819

水道事業会計繰出し
（退職手当負担分）

12

税務総務費 105,353 65 人件費

人件費 126

賃金 282

社会福祉総務費 185,837 465 人件費

障害者福祉費 649,282 234,510

国民健康保険事業特別
会計繰出し

1,731

国民健康保険基盤安定
繰出し

16,518

後期高齢者医療特別会
計繰出し

△ 1,415

後期高齢者医療基盤安
定繰出し

△ 339

賃金 103

介護保険事業特別会計
繰出し

△ 1,592

児童福祉総務費 201,452 △ 732 人件費

後期高齢者医療費 401,953

民生費

主な説明

歳入合計

45,100

町債

介護保険費 391,775 △ 1,489

災害復旧債 0

△ 1,754

障害者地域生活支援拠点等施設整
備事業補助金

18,249国民健康保険費 292,563

戸籍住民基本台帳
費

65,395 408

一般管理費 580,151 2,852

総務費



児童福祉施設費 341,554 7,743

生活保護総務費 58,803 77 人件費

人件費 20

国民年金システム改修
業務

4,844

保健衛生総務費 140,370 △ 2,056 人件費

保健ヘルス事業費 107,851 859

生活環境総務費 40,736 △ 3,055 人件費

清掃総務費 24,719 115 人件費

農林水産業費 農業総務費 19,603 △ 980 人件費

土木総務費 63,609 386 人件費

都市計画総務費 91,626 223 人件費

消防費 常備消防費 363,706 700 人件費

事務局費 183,577 723 人件費

人件費 △ 5,261

賃金 3,580

給食用消耗品 221

第三小学校整備設計等
業務

15,202

学校管理備品 445

給食用機器 187

教育振興費（中学
校）

34,717 500 教科書・指導書

人件費 △ 1,068

賃金 461

社会教育総務費 102,235 368 人件費

元金 912,558 1,194 財務省

124,962 △ 1,681

16,055

第二保育所便所改修工事

賃金

4,864

△ 607

民生費

国民年金総務費 6,985

放課後子ども支援
費

485,940
学校管理費
（小学校）

公債費

幼稚園費 169,245

衛生費

土木費

教育費



財務省 △ 16,738

地方公共団体金融機構 △ 12,162

予備費 予備費 15,000 3,445 予備費

11,429,207 252,961

　【人件費の補正】

  　△5,811千円（報酬　△5,261千円、給料　△4,685千円、職員手当等　2,896千円、

　　 　　共済費　1,239千円）

　【繰越明許費】

　　○統合利用番号連携サーバ元号対応業務

　　　486千円

　　○住民税システム元号対応業務

　　　1,458千円

　　○固定資産税システム元号対応業務

　　　1,026千円

　　○軽自動車税システム元号対応業務

　　　1,026千円

　　○住民基本台帳システム元号対応業務

　　　2,592千円

　　○選挙システム元号対応業務

　　　1,134千円

　　○障害者福祉システム元号対応業務

　　　702千円

　　○地域包括支援センター運営支援システム元号対応業務

　　　144千円

　　○国民健康保険事業特別会計繰出し（元号対応業務分）

　　　1,998千円

　　○後期高齢者医療特別会計繰出し（元号対応業務分）

　　　594千円

△ 28,900108,548

歳出合計

公債費

利子



　　○介護保険事業特別会計繰出し（元号対応業務分）

　　　756千円

　　○医療費助成システム元号対応業務

　　　594千円

　　○子ども・子育てシステム元号対応業務

　　　540千円

　　○児童扶養手当システム元号対応業務

　　　351千円

　　○児童手当システム元号対応業務

　　　351千円

　　○国民年金システム元号対応業務

　　　756千円

　　○犬の登録管理システム元号対応業務

　　　486千円

　　○し尿処理手数料管理システム元号対応業務

　　　972千円

　　○町営住宅管理システム元号対応業務

　　　810千円

　　○学齢簿システム元号対応業務

　　　810千円

　　○第三小学校整備設計等業務

　　　15,202千円

　【債務負担行為の補正】

　　〔追　加〕

　　○職員健康診断業務委託

　　　　期　間：平成３０年度から平成３３年度まで

　　　　限度額：11,884千円

　　○電子複写機賃貸借（役場庁舎、ふれあいセンター、消防本部）

　　　　期　間：平成３０年度から平成３５年度まで

　　　　限度額：11,676千円



　　○緊急通報システム管理業務委託

　　　　期　間：平成３０年度から平成３５年度まで

　　　　限度額：16,701千円

　　○ごみ搬入指導業務委託

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：3,663千円

　　○清掃工場受付、粗大ごみ処理施設運転及び分別作業業務委託

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：69,760千円

　　○自動車運行管理業務委託（一般廃棄物等）

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：7,783千円

　　○清掃工場排ガス自動測定装置保守点検業務委託

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：4,807千円

　　○にぎわい創造事業補助

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：200千円

　　○美化推進業務委託（現場作業）

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：2,200千円

　　○不法投棄防止パトロール業務委託

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：3,270千円

　　○防犯灯修繕業務

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：3,623千円

　　○町立小中学校健康診断業務委託（心電図検査）

　　　　期　間：平成３０年度から平成３３年度まで

　　　　限度額：3,236千円

　　○町立学校園所健康診断業務委託（尿検査）

　　　　期　間：平成３０年度から平成３３年度まで

　　　　限度額：2,403千円



　　○町立小中学校健康診断業務委託（教職員）

　　　　期　間：平成３０年度から平成３３年度まで

　　　　限度額：5,136千円

　　○町立中学校給食調理業務委託

　　　　期　間：平成３０年度から平成３３年度まで

　　　　限度額：145,461千円

　　○電子複写機賃貸借（小・中学校、幼稚園、教育センター）

　　　　期　間：平成３０年度から平成３５年度まで

　　　　限度額：8,656千円

　　○第二幼稚園解体工事

　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　限度額：67,716千円



第８５号議案　平成３０年度島本町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について

　議案提出課　健康福祉部　保険課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 3,708,790 千円

   　　　　　　　   補正後 3,727,039 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 18,249 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前

保険基盤安定繰入
金

16,518

職員給与費等繰入
金

297

財政安定化支援事
業繰入金

1,434

3,708,790

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前

総務費 一般管理費 54,353

基金積立金 財政調整基金積立金 195,317

3,708,790

　【人件費の補正】

　　297千円（給料　50千円、職員手当等　191千円、共済費　56千円)

歳出合計 18,249

人件費

17,952

歳入合計

297

主な説明

繰入金 一般会計繰入金 292,563

平成３０年１２月定例会議

補正額

補正額

18,249

主な説明

18,249



　【繰越明許費】

  　○国民健康保険システム元号対応業務 

  　　1,134千円

  　○健康管理システム元号対応業務

  　　864千円



第８６号議案　平成３０年度島本町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

議案提出課　健康福祉部　保険課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 491,441 千円

   　　　　　　　   補正後 489,687 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 △ 1,754 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

事務費繰入金 38,581 △ 1,415 事務費繰入金

保険基盤安定繰
入金

63,665 △ 339 保険基盤安定繰入金

491,441 △ 1,754

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

人件費 100

後期高齢者システム機
器

△ 1,515

後期高齢者医療
広域連合納付金

後期高齢者医療
広域連合納付金

449,341 △ 339

491,441 △ 1,754

　【人件費の補正】

　　100千円（給料　17千円、職員手当等　39千円、共済費　44千円)

　【繰越明許費】

  　○後期高齢者システム元号対応業務

  　　594千円

平成３０年１２月定例会議

主な説明

歳出合計

主な説明

保険基盤安定負担金

歳入合計

繰入金　

総務費 一般管理費 1,668 △ 1,415



第８７号議案　平成３０年度島本町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について

議案提出課　健康福祉部　保険課

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 千円

　　　　　　　　　　補正後 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 千円

〔歳　入〕
(単位：千円)

款 目

地域支援事業交
付金

介護保険事業費
補助金

府支出金
地域支援事業交
付金

地域支援事業繰
入金

職員給与費等繰
入金

その他一般会計
繰入金

その他一般会計繰入金

介護保険給付準
備基金繰入金

介護保険給付準備基金繰入金

〔歳　出〕
(単位：千円)

款 目

総務費 一般管理費 人件費

補正額

補正前

17,899 12

36,370

平成３０年１２月定例会議

2,466,302

2,466,409

107

補正前

繰入金

68,924 46

主な説明

歳入合計

31,719 23

17,899

国庫支出金

0 1,650 介護保険事業費補助金

主な説明

2,466,302 107

補正額

職員給与費等繰入金

56,109 14

△ 1,65056,067

地域支援事業交付金（包括的支
援事業・任意事業）

地域支援事業交付金（包括的支
援事業・任意事業）

12

46

地域支援事業繰入金（包括的支
援事業・任意事業）



人件費 △ 1

臨時職員賃金 62

　【人件費の補正】

　　45千円（給料　56千円、諸手当　114千円、共済費　△125千円）

　【繰越明許費】

　　○介護保険システム元号対応業務

　　　756千円

地域支援事
業費

包括的支援事業
費

44,652 61

歳出合計 2,466,302 107



第８８号議案　平成３０年度島本町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）について

議案提出課　上下水道部　業務課

 

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 1,680,441 千円

　　　　　　　　　　補正後 1,610,206 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 △ 70,235 千円

〔歳　入〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

款 目 補正前 補正額

242,000 △ 43,000

104,551 △ 6,235

429,100 △ 21,000

1,680,441 △ 70,235

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

款 目 補正前 補正額

16

16

△ 1,556

△ 1,300

下水道費

工事請負費

尺代橋下水道管移
設工事

職員手当等

給料

△ 2,824

財政調整基金繰入金

(単位：千円)

委託料

受益者負担金シス
テム改修業務

国庫支出金 下水道費国庫補助金

繰入金

主な説明

財政調整基金繰入金

平成３０年１２月定例会議

主な説明

(単位：千円)

社会資本整備総合交付金

歳入合計

町債 下水道債 公共下水道事業債

371,367一般管理費



17

24

17,100

33,700

10,000

8,797

2,500

△ 50,000

△ 87,000

△ 2,549

1,680,441 △ 70,235

　【人件費の補正】

　【債務負担行為の補正】

　　〔追　加〕

　　　○受益者負担金システム元号対応業務委託

　　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　　限度額：１，５５６千円

　　　○公共下水道五反田雨水幹線整備工事（軌道横断部）工事委託

　　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　　限度額：３８１，０００千円

下水道費

汚水管渠実施設計
業務（その２）

歳出合計

委託料

五反田雨水幹線付
帯工事

五反田雨水幹線整
備工事（軌道横断
部）工事委託

公有財産購入費

島本１号汚水幹線
布設替工事

工事請負費

汚水管渠築造工事

汚水管渠実施設計
業務（その１）

島本３号汚水幹線
管渠実施設計業務

五反田雨水幹線用
地取得

△ 67,411

　　73　千円（給料　33　千円、職員手当等　40　千円)

給料

職員手当等

638,773下水道建設費



第８９号議案　平成３０年度島本町水道事業会計補正予算（第３号）について

議案提出課　上下水道部　業務課

　議案の概要

　【収益的収入及び支出】

　　　補正前 千円 千円

　　　補正後 千円 千円

　　　補正額 千円 千円

〔収　入〕 （款） 水道事業収益

〔支　出〕 （款） 水道事業費用

11

18

20

4

3,600

5

17

39

4

2,200

△ 2,000

営業費用

3,653169,376原水及び浄水費

101,817 265

720,560 12

項 補正前 補正額目

支  出

622,902

720,560

(単位：千円)

720,572

12 2,360

主な説明

収　入

平成３０年１２月定例会議

620,542

(単位：千円)

収入合計

工事請負費

給料

手当

賞与引当金繰入額

給料

手当

法定福利費

修繕費

尺代橋配水管移設
工事

緊急給配水管修繕

配水及び給水費

賞与引当金繰入額

営業外収益 他会計繰入金 14,459 12
退職手当（一般会計負担分）
繰入金

法定福利費

修繕費

機械設備修繕

項 目 補正前 補正額 主な説明



5

22

△ 145

△ 23

43

134

12

2

12

元
号 △ 1,620

　【資本的収入及び支出】

　　　補正前 千円 千円

　　　補正後 千円 千円

　　　補正額 千円 千円

〔支　出〕 （款） 資本的支出

　　項      

5

22

47

△ 7,670

　【人件費の補正】

　　254 千円（給料　69 千円、手当　213 千円、賞与引当金繰入額　△74 千円

　　、法定福利費　34 千円、退職給付費　12　千円）

　【債務負担行為の補正】

　　〔設　定〕

　　　○元号改正対応業務委託

　　　　　期　間：平成３０年度から平成３１年度まで

　　　　　限度額：１，６２０千円

営業費用

131,222支出合計

620,542 2,360

収　入

固定資産取得費 28,735 △ 7,670

目 補正前 主な説明

工具・器具・備品

誘導結合プラズマ
発光質量分析計

△ 7,596

175,142 123,626

委託料

0 △ 7,596

手当

法定福利費

175,142 131,222

支出合計

(単位：千円)

補正額

元号改正対応業務

給料

法定福利費

支  出

△ 141
賞与引当金繰入額

賞与引当金繰入額

8,796 74

11,513

給料

総係費 120,910 △ 1,417

受託工事費

建設改良費

給料

手当

法定福利費

事務費

退職給付費

手当
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